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社協だよりの発行には、共同募金の配分金を使わせていただいています。 

 

 

5月号 
令和 6年 5月 24日発行 

木曽福島支所 福島6305番地 24-3777

日義支所 日義1600番地1 26-2283

開田支所 開田高原末川2797番地 42-3388

三岳支所 三岳6311番地 46-2117

地域のふれあいサロン活動に、コロナ前のような活気が戻ってきました。長期化するコロナの影

響により、「サロンを継続できるか心配」との相談もありましたが、地域の方々と一緒に立て直し

のためのお手伝いをさせていただきました。地域の中でサロン（地域の集いの場）を改めて理解、

協力していただくことは、地域力を高めることに繋がります。今後もサロンが活発に活動できるよ

うに、地域の皆さんが笑顔になれるようにお手伝いをさせていただきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★★心配ごと相談所開催のお知らせ★★★ 

日    時：令和 ６年６月１２日（水）１３：００～１６：００まで 

場    所：木曽郡民会館（木曽町福島５８０８－３） 

主な相談内容：法律相談(弁護士)･心配ごと相談（開田地区民生委員）･行政相談･人権相談 

◎法律に関する相談については、予約が必要となります。 

法律に関する相談を希望される方は、６月１１日（火）までに、お申し込みください。 

また、木曽町社協では、松本弁護士会をはじめ、民生委員、行政相談委員、人権擁護委員、まい

さぽ木曽と連携しながら、相談所以外でも相談を受け付けます。 

 

 

お申し込みは 

木曽町社協 

☎26-1116まで 

 新型感染症の影響が長期化したことで、社会的孤立や経済的困窮などの課題が深刻化しており、

誰にも相談することができないまま地域の中で孤立してしまうことがあります。 

こうした中で、孤立を防ぐためには地域全体で見守りや支え合いを意識することが大切です。 

木曽町社会福祉協議会では、中央共同募金会の助成を受け、地域の皆さまにゆるやかな見守り

を意識していただくための「つながりワーカー（見守る人）養成講座」を行っています。 

地域のサロンや地区の集まり、団体の役員会等でも実施していただけますので、興味や関心の

ある方は、木曽町社会福祉協議会までお問い合わせください。 

個人ワークやグループワークを通してこんなことを学びます。 

気づく 

つながる 見守る 

☆養成講座にかかる所要時間は、概ね 90 分です。 

☆開催日・時間は、ご相談ください。 

☆ご不明な点は、木曽町社会福祉協議会 生活支援 

コーディネーター（電話 26-1116）までお問い 

合わせください。 

つなげる 

つながりワーカーは、

地域で孤立している

人や孤独な人に、気づ

き、つながり、つなげ、

見守る人です。 

・地域の気になる方への声のかけ方ってどうするの？ 

・地域で孤立している人ってどんな方？ 

・専門機関へのつなぎ方のポイントは？ 


